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令和６年４月からの介護報酬改定に伴う単位数変更について 

 

拝啓 春寒の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお

礼申し上げます。 

 この度、令和６年４月１日より介護報酬改定に伴う加算について下記の通り加算が変更になりました

事をお知らせ申し上げます。各居宅サービス事業所様におかれましては、お手数をお掛けしますが、何卒

よろしくお願い申し上げます。 今後とも、変わらぬお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。 

敬具 

 

【通所介護】 

サービス提供

時間 

３時間以上 

４時間未満 

（単位/日） 

４時間以上 

５時間未満 

（単位/日） 

５時間以上 

６時間未満 

（単位/日） 

６時間以上 

７時間未満 

（単位/日） 

７時間以上 

８時間未満 

（単位/日） 

要介護１ ３７０ ３８８ ５７０ ５８４ ６５８ 

要介護２ ４２３ ４４４ ６７３ ６８９ ７７７ 

要介護３ ４７９ ５０２ ７７７ ７９６ ９００ 

要介護４ ５３３ ５６０ ８８０ ９０１ １,０２３ 

要介護５ ５８８ ６１７ ９８４ １,００８ １,１４８ 

 

【介護予防通所介護】 

要支援１ １,７９８（単位/月） 

要支援２ ３,６２１（単位/月） 

 

【加算項目】 

入浴介助加算（Ⅰ） ４０単位/回 

介護職員処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の４．３％ 

介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ 所定単位数の１．０％ 

介護職員等ベースアップ支援加算 所定単位数の１．１％ 

 

 

なお、令和６年４月以降に処遇改善加算等の報酬改定が予定されておりますので、分かり次第随時ご連

絡をさせていただきます。 


